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Ⅰ　令和３年度４月補正予算（その２）総括表【産業労働局関係】

（一般会計）

　　  内  訳

 科  目

国庫
支出金

県  債 その他

7,701,667 0 7,701,667 － － － －

(項)労政費 4,554,938 － 4,554,938 － － － －

(項)職業訓練費 2,537,974 － 2,537,974 － － － －

(項)雇用対策費 339,930 － 339,930 － － － －

(項)労働委員会
費 268,825 － 268,825 － － － －

115,574,535 1,251,500 116,826,035 1,163,015 － － 88,485

(項)商工総務費 90,518,989 1,251,500 91,770,489 1,163,015 － － 88,485

感染症拡大防止協力金事業費

(項)工業費 5,357,450 － 5,357,450 － － － －

(項)商工金融費 19,698,096 － 19,698,096 － － － －

123,276,202 1,251,500 124,527,702 1,163,015 － － 88,485

－ － － － － － －

123,276,202 1,251,500 124,527,702 1,163,015 － － 88,485

（特別会計）

2,833,879 － 2,833,879 － － － －

（一般会計＋特別会計）

126,110,081 1,251,500 127,361,581

 産業労働局
 ・労働委員会計

中小企業資金会計

 産業労働局
 ・労働委員会合計

使途を指定しない収入

(款)労働費

(款)商工費

小　　     計

（単位：千円）

令和３年度
現計予算額
　　　　Ａ

令和３年度
４月補正
予算

(その２)
　　　　　Ｂ

計
Ａ+Ｂ

補正予算額の財源内訳

説　　　　明特  定  財  源

一般財源

－1－



 

 

【予算に関する説明書 ５頁】 

 

Ⅱ 令和３年度４月補正予算（その２）の内容【産業労働局関係】 

 

１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第９弾追加分） 

 

 ８款 商工費  １項 商工総務費 

  

 感染症拡大防止協力金事業費 

 

(1) 目的 

   令和３年４月28日から、鎌倉市・厚木市・大和市・海老名市・座間

市・綾瀬市区域において、まん延防止等重点措置を実施することに伴う、

県からの営業時間の短縮要請に協力していただいた飲食店等を支援する。 

 

(2) 内容 

   県からの要請に協力し、上記区域において、５時から20時までの時間

短縮営業を行う飲食店等に交付する協力金を追加で措置する。 

 

(3) 予算額  1,251,500千円 
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参考１
４月24日開催
　第32回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議資料
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第９弾）の概要 

・上記(1)の店舗については、４月20日から４月27日までの間は「５時から20時までの時短

（酒類の提供は11時から19時まで）」をしていただき、また、４月28日から５月11日まで

の間は「５時から20時までの時短」及び「酒類の提供を終日停止」をしていただくことが

必要。 

・上記(2)の店舗については、４月20日から４月27日までの間は「５時から21時までの時短

（酒類の提供は11時から20時まで）」をしていただき、また、４月28日から５月11日まで

の間は「５時から20時までの時短」及び「酒類の提供を終日停止」をしていただくことが

必要。 

・上記(3)の店舗については、４月20日から５月11日までの全期間、「５時から21時までの時

短（酒類の提供は11時から20時まで）」をしていただくことが必要。 

 ※この他、「感染防止対策取組書の掲示」及び「マスク飲食の推奨」が要件。 

 

１日当たりの協力金の算定方法（売上高方式と売上高減少額方式） 

１ まん延防止等重点措置区域 

(1) 売上高方式 

   前(々)年の売上高×０．４ （４万円～１０万円/日） 

(2) 売上高減少額方式 

  （「前(々)年の同月の売上高」-「要請期間の月の売上高」）×０．４  

                          (０～上限２０万円/日) 

２ その他の区域 

(1) 売上高方式 

   前(々)年の売上高×０．３（２．５万円～７．５万円/日） 

(2) 売上高減少額方式 

   (「前(々)年の同月の売上高」-「要請期間の月の売上高」)×０．４ （０～２０万円/日） 

   （上限20万円又は前(々)年度の１日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額） 

参考２ 
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